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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について 

 

 本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚くお

礼申し上げます。 

 標記の件について、厚生労働省より、令和５年３月３０日付け医政発０３３０

第４号において、今般のオンライン診療の実施状況等を踏まえ、「オンライン診

療の適切な実施に関する指針」を改訂した旨の周知がありました。また、医政医

発０３３０第１号においては、同指針に関するＱ＆Ａの改訂の周知がありまし

た。 

 つきましては、別添の通知の内容を御了知いただきますようお願いします。 
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